
このガイドブックは、栃木県保健福祉部高齢対策課介護サービス班が所管する介護保

険事業所・施設の指定等に関する手続きを説明するものです。 

宇都宮市内の事業所・施設における手続き等は、宇都宮市の介護保険担当課に、居宅

介護支援や地域密着型サービスの手続き等は事業所が所在する市町の介護保険担当課に

お問い合わせください。 
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